
令和３年３月９日　火曜日           

令
和
三
年
三
月
九
日

第
百
八
十
一
号

増

刊

①

第 181 号1 増刊①
　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
二
百
五
十
六
号

－

第
二
百
六
十
三
号
）

○
騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
の
一
部
を
改
正
す

　

る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
騒
音
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号

　

に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
振
動
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
の
一
部
を
改
正
す

　

る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
一

○
振
動
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
二

○
振
動
規
制
法
施
行
規
則
別
表
第
一
付
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
の
一

　

部
を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
二

○
悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
園
芸
作
物
栽
培
技
術
改
善
展
示
園
又
は
展
示
ほ
設
置
業
務
委
託
要
綱
を

　

廃
止
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
園
芸
振
興
課
）
…
…
…
…
…
二

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

　

騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示

第
千
七
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

服
部　
　

誠
太
郎　
　

　

指
定
地
域
に
係
る
図
面
の
う
ち
、
志
免
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
志
免
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

　

騒
音
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福

岡
県
告
示
第
千
七
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

服
部　
　

誠
太
郎　
　

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
志
免
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
志
免
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

　

特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の

指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

服
部　
　

誠
太
郎

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
志
免
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
志
免
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

　

振
動
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福
岡
県
告
示

目

次
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第
千
七
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

服
部　
　

誠
太
郎

　

指
定
地
域
に
係
る
図
面
の
う
ち
、
志
免
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
志
免
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
六
十
号

　

振
動
規
制
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
の
規
制
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
福

岡
県
告
示
第
千
七
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

服
部　
　

誠
太
郎

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
志
免
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
志
免
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

　

振
動
規
制
法
施
行
規
則
別
表
第
一
付
表
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月

福
岡
県
告
示
第
千
七
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

服
部　
　

誠
太
郎

　

別
添
図
面
の
う
ち
、
志
免
町
に
係
る
部
分
を
次
の
図
面
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
次
の
図
面
は
省
略
し
、
当
該
図
面
は
、
福
岡
県
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
志
免
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

　

悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
（
平
成
十
四
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
七
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

服
部　
　

誠
太
郎

　

第
一
号
イ
中
「
宇
美
町
、
芦
屋
町
、
岡
垣
町
、
、
筑
前
町
」
を
「
筑
前
町
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「

直
方
市
、
甘
木
市
及
び
」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
粕
屋
町
」
の
下
に
「
、
芦
屋
町
、
岡
垣
町
」
を
加
え

、
「
、
苅
田
町
の
区
域
の
う
ち
Ａ
区
域
、
旧
八
女
市
（
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
八
女
市
の

区
域
を
い
う
。
）
、
旧
瀬
高
町
（
平
成
十
九
年
一
月
二
十
八
日
に
お
け
る
山
門
郡
瀬
高
町
の
区
域
を
い

う
。
）
及
び
旧
山
川
町
（
平
成
十
九
年
一
月
二
十
八
日
に
お
け
る
山
門
郡
山
川
町
の
区
域
を
い
う
。
）

の
区
域
」
を
「
並
び
に
苅
田
町
の
区
域
の
う
ち
Ａ
区
域
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
Ｂ
地
区
」
を
「
Ｂ
区

域
」
に
改
め
る
。

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

　

福
岡
県
園
芸
作
物
栽
培
技
術
改
善
展
示
園
又
は
展
示
ほ
設
置
業
務
委
託
要
綱
を
廃
止
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事
職
務
代
理
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
副
知
事　
　

服
部　
　

誠
太
郎

　
　
　

福
岡
県
園
芸
作
物
栽
培
技
術
改
善
展
示
園
又
は
展
示
ほ
設
置
業
務
委
託
要
綱
を
廃
止
す

　
　
　

る
告
示

　

福
岡
県
園
芸
作
物
栽
培
技
術
改
善
展
示
園
又
は
展
示
ほ
設
置
業
務
委
託
要
綱
（
昭
和
三
十
八
年
八
月

福
岡
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


